
平
成
二
十
六
年
政
令
第
四
百
号

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
施
行
令

内
閣
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
務
大
臣
以
外
の
本
部
員
の
定
数
等
）

第
一
条
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
基
本
法
（
第
五
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
本
部
員
の
定
数
は
、

十
人
以
内
と
す
る
。

２
　
前
項
の
本
部
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
本
部
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

３
　
第
一
項
の
本
部
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
の
本
部
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
専
門
調
査
会
）

第
二
条
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
（
第
四
条
に
お
い
て
「
本
部
」
と
い
う
。
）
は
、
専
門
の
事
項
を
調

査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
議
決
に
よ
り
、
専
門
調
査
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
専
門
調
査
会
の
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が

任
命
す
る
。

３
　
専
門
調
査
会
の
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

４
　
専
門
調
査
会
は
、
そ
の
設
置
に
係
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
廃
止
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
専
門
調
査
会
に
属
す
る
本
部
員
）

第
三
条
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
長
（
次
条
に
お
い
て
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
は
、
専
門
調
査
会
に
属
す
べ
き
者
と
し
て
本
部
員
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
本
部
の
運
営
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
本
部
長
が
本
部
に
諮
っ
て
定

め
る
。

（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
五
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
一
般
社
団
法
人
Ｊ
Ｐ
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
平
成
十
五
年
三
月
十
八
日
に
有
限
責
任
中
間
法
人
Ｊ
Ｐ
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
七
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
三
日
政
令
第
三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
二
日
政
令
第
一
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


